
運行管理規程（平成 25年 5月改正）改訂 

第 1章 【総則】 

第 3条：管理者の補助者を選任する場合は、運行管理者資格証を有する者又は国土交通大臣が認定す

る講習(基礎講習)を終了した者のうちから代表者が任命するものとする。 

 

第 3章 【業務の処理基準】 

第 27条(講習)：管理者は、2年ごとに基礎講習又は一般講習（新たに選任された管理者であって、基

礎講習を受講していない場合は、基礎講習）を受講するものとする。 

 

第 4章 【附則及び別表等】 

別表 運行管理者の選任数 （第 2条関係） 

 事業用自動車の車両数            

（被けん引車を除く） 
運行管理者数 

29両まで      1人以上 

30両 ～ 59両        2人以上 

60両 ～ 89両        3人以上 

90両 ～ 119両        4人以上 

120両 ～ 149両        5人以上 

150両 ～ 179両        6人以上 

180両 ～ 209両        7人以上 

    以下、車両数が 30両増すごとに、運行管理者 1名を加算する。 

 

 

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の 

運転者に対して行う指導及び監督の指針 

   平成 24年 4月 13日 国土交通省告示第 460号改正 

 

（6）危険物（自動車事故報告規則（昭和 26年運輸省令第 104号）第 2条第 5号に 

規定されたものをいう。以下同じ。）を運搬する場合に留意すべき事項 

 

第 2章 特定の運転者に対する特別な指導の指針 

4適性診断の受診 

(1)事故惹起運転者 

  当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に次に揚げる事故惹起運転者の区分

ごとにそれぞれ特定診断Ⅰ（①に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの

をいう。）又は特定診断Ⅱ（②に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを

いう。）を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後 1ヶ月以内

に受診させる。 



 

①死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の 1年間に交通事故を引き起

こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の 3年間に交

通事故を引き起こしたことがある者 

  ②死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の 1年間に交通事故を引き起

こしたことがある者 

 

  (2)運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者に 

おいて初めてトラックに乗務する前 3年間に初任診断（初任運転者のための適性診断として国土

交通大臣が認定したものをいう。）を受診したことがない者 

当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に初任診断を受診させる。 

   ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後 1ヶ月以内に受診させる。 

 

  (3)高齢運転者 

   適齢診断（高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。）を 65才に 

達した日以降 1年以内（65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から 1年

以内）に 1回受診させ、その後 3年以内ごとに 1回受診させる。 

 

 

※下記の告示は新たに追記になりました。 

 

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則第 18条第 3項、第 23条第 1項、第 24条第 1項及び 

第 31条第 2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示 

（国土交通省告示第 455号、平成 24年 4月 13日）  

 

第 1条 用語 

  この告示において使用する用語は、安全規則において使用する用語の例による。 

 

第 2条 運行の管理に関する講習の種類 

  安全規則第 18条第 3項、第 23条第 1項、第 24条第 1項及び第 31条第 2項の運行の管理に 

関する講習の種類は次のとおりとする。 

  ① 基礎講習 （運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的と

する講習をいう。以下同じ。） 

  ② 一般講習 （運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得を目的と 

する講習をいい、同令第 23条第 1項又は第 24条第 1項の規定により国土交通大

臣が認定する場合に限る。以下同じ。） 

  ③ 特別講習 （自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習をいい、 



         同令第 23条第 1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。） 

 第 3条 運行管理者に受けさせなければならない運行の管理に関する講習 

   安全規則第 23条第 1項の規定により受けさせなければならない運行の管理に関する講習について

は、次条及び第 5条に定めるところによる。 

 

 第 4条 基礎講習及び一般講習 

   一般貨物自動車運送事業者等は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度 

  （やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度）に基礎講習又は、一般講習 

  （基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習）を受講させなければならない。 

2 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる場合には、当該事故又は当該処分（当該事故に起因

する処分を除く。以下「事故等」という。）に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった

日の属する年度及び翌年度（やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々

年度、前項、この項又は次項の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場

合にあっては、翌年度）に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。 

① 死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令第 5条第 2号又は第 3号に掲げる障害を受け

た者をいう。）を生じた事故を引き起こした場合 

② 貨物自動車運送事業法第 33条 （法第 35条第 6項において準用する場合を含む）の規定に

よる処分（輸送の安全に係るものに限る。）の原因となった違反行為をした場合 

  3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者に、第 1項又は前項の規定により最後に基礎講習又

は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後 2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講

させなければならない。 

 

 第 5条 特別講習 

   一般貨物自動車運送事業者等は、前条第 2項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属す

る運行管理者（当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理

者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長が指定した運行

管理者）に、事故等があった日（運輸管理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっ

ては、当該指定の日）から 1年（やむを得ない理由がある場合にあっては、1年 6ヶ月）以内に

おいてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。 

 

 第 6条 5回以上受講する運行の管理に関する講習 

   安全規則第 24条第 1項の規定により運行の管理に関する講習を 5回以上受講する者は、 

少なくとも 1回、基礎講習を受講しなければならない。 


